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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報制御装置であって、
　所定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤと
、前記所定のコンテンツを識別する識別情報と、前記所定のコンテンツの視聴を集計する
集計装置のアドレスと、を外部の通信装置から受信する受信部と、
　前記識別情報に対応する所定のコンテンツを取得する取得部と、
　外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力するインターフェース部と、
　前記外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力した場合、前記取得した所
定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前
記集計装置のアドレスに基づいて、前記集計装置に送信する制御を行う制御部と、を具備
し、
　前記外部の通信装置は、前記情報制御装置のリモートコントローラである
　ことを特徴とする情報制御装置。
【請求項２】
　情報制御装置であって、
　所定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤと
、前記所定のコンテンツを識別する識別情報と、前記所定のコンテンツの視聴を集計する
集計装置のアドレスと、を外部の通信装置から受信する受信部と、
　前記識別情報に対応する所定のコンテンツを取得する取得部と、
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　外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力するインターフェース部と、
　前記外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力した場合、前記取得した所
定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前
記集計装置のアドレスに基づいて、前記集計装置に送信する制御を行う制御部と、を具備
し、
　前記外部の通信装置は、前記情報制御装置のリモートコントローラの機能を有する携帯
電話である
　ことを特徴とする情報制御装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、放送やインターネットを介して取得する情報コンテンツをディスプレイに表
示させる情報制御装置およびこの情報制御装置から情報を取得する集計装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
最近、インターネットの発達や衛星放送の普及により、膨大な種類の情報コンテンツが提
供されるようになりつつある。これらの情報コンテンツはパソコン等を用いて視聴される
場合もあるが、テレビジョン用ディスプレイに表示して視聴される場合も多い。
【０００３】
テレビジョン用ディスプレイで視聴される場合、通常セットトップボックス（ＳＴＢ）と
呼ばれる情報制御装置にディスプレイが接続され、ディスプレイに情報コンテンツが表示
される。ＳＴＢの操作はリモートコントローラにより離れた場所から遠隔操作することが
ほとんどである。
従来、テレビ放送はチャンネル数も少なく、情報コンテンツの選択も限られたチャンネル
を入力するだけであるため、リモートコントローラでチャンネルを入力し操作することも
容易であった。
【０００４】
しかし、最近のように提供される情報コンテンツの種類が増えてくると、どの番組がどの
チャンネルで提供されているかを把握することが視聴者にとって困難になり、またインタ
ーネットで提供される情報コンテンツはコンピュータネットワークアドレス（例えばＵＲ
Ｌ）のような長い文字列を入力して取得する必要がある。
【０００５】
パソコンで視聴する場合は、キーボードなどを用いてコンピュータネットワークアドレス
の文字列を入力することは比較的容易であり、好みの情報コンテンツのコンピュータネッ
トワークアドレスをブックマークとして蓄積しておくことや、またパソコンのディスプレ
イに電子番組表（ＥＰＧ）を表示して所望の番組を選択して視聴することが可能である。
【０００６】
テレビジョン用ディスプレイで視聴する場合にも、ディスプレイに電子番組表を表示して
番組を選択することも可能である。コンピュータネットワークアドレスを専用キーボード
により入力したり、リモートコントローラと一体化したスキャナで読取ったコンピュータ
ネットワークアドレスを送信する技術が特開平９－１５２９２４号公報に開示されている
。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、テレビジョン用ディスプレイに電子番組表を表示すると、ディスプレイの
表示解像度によっては表示内容が少し離れた場所からでは、確認しづらいので、パソコン
やテレビジョン用ディスプレイの直ぐ前にいないと、視聴したい情報コンテンツを探す作
業ができない。
【０００８】
　また、コンピュータネットワークアドレスなどの文字列だけでは、どのような情報コン
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テンツを指すものなのかは、分かりにくい。さらに、電子番組表を表示しているときには
、情報コンテンツの表示が妨げられる。本発明は、係る課題に鑑み、操作性の向上したリ
モートコントローラなどの通信装置により操作される情報制御装置およびこれから情報を
取得する集計装置を提供することを目的とする。
【０００９】
更に、情報コンテンツに利用期限がある場合、ブックマークに利用期限の過ぎた情報コン
テンツのコンピュータネットワークアドレスや番組情報が登録されていると、期限切れと
は知らずに不要なアクセスをしてしまう虞れがある。
また、気に入った情報コンテンツを人に伝える際に、チャンネルや放送時間やコンピュー
タネットワークアドレスなどの情報を簡単に伝えるのが難しい。
【００１０】
　また、ユーザ認証を必要とする情報コンテンツにアクセスする毎に、認証情報を入力す
るのは煩雑である。また、コンテンツ製作者から発信される宣伝や電子番組表の情報だけ
では、優れた情報コンテンツを知る機会が少ない。本発明の他の目的は、更にこれらの課
題を解決した使い勝手のよいリモートコントローラなどの通信装置により操作される情報
制御装置およびこれから情報を取得する集計装置を提供することである。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記課題を解決するため、所定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作
成した作成者を識別する作成者ＩＤと、前記所定のコンテンツを識別する識別情報と、前
記所定のコンテンツの視聴を集計する集計装置のアドレスと、を外部の通信装置から受信
する受信部と、前記識別情報に対応する所定のコンテンツを取得する取得部と、外部の表
示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力するインターフェース部と、前記外部の表
示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力した場合、前記取得した所定のコンテンツ
を紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前記集計装置のア
ドレスに基づいて、前記集計装置に送信する制御を行う制御部と、を備えたものである。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に係るリモートコントローラの実施の形態を図面を用いて説明する。
（実施の形態１）
図１は、本発明に係るリモートコントローラの実施の形態１の構成図である。このリモー
トコントローラ１０１は、メモリカード１０２と、メモリカードＩ／Ｆ１０３と、ＬＣＤ
（Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ：液晶表示装置）１０４と、表示Ｉ／
Ｆ１０５と、キー操作部０６と、キー入力Ｉ／Ｆ１０７と、送信部１０８と、リモコン用
エンコンーダ１０９と、受信部１１０と、リモコン用デコーダ１１１と、時計１１２と、
ＣＰＵ１１３とを備え、メモリカードＩ／Ｆ１０３、表示Ｉ／Ｆ１０５、キー入力Ｉ／Ｆ
１０７、リモコン用エンコーダ１０９、リモコン用デコーダ１１１、時計１１２及びＣＰ
Ｕ１１３はバス１１４で接続されている。
【００１３】
このリモートコントローラ１０１の外観図を図２に示す。リモートコントローラ１０１は
、筺体２０１の表面前方にＬＣＤ１０４が設けられ、後方にキー操作部１０６を構成する
送信キー２０２、受信キー２０３、マーク設定キー２０４、マーク解除キー２０５、前キ
ー２０６、次キー２０７、前マークキー２０８、次マークキー２０９、決定キー２１０及
びユーザ登録キー２１１とが配置されている。筺体２０１の後方面には、メモリカード１
０２を着脱するためのメモリカードスロット２１２が設けられている。筺体２０１の前方
面には、無線信号を発信する送信部１０８と、無線信号を受信する受信部１１０とが設け
られている。筐体２０１の側面には電源ボタン２１３が設けられている。
【００１４】
メモリカード１０２は、フラッシュメモリからなり、図３（ａ）に示すようなファイルシ
ステムを構成している。ＲＯＯＴ３０１直下のＢＡＮＮＥＲディレクトリ３０２には、複
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数のファイルが記憶されている。ここでは、ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ、　ＢＮＥＲ００
０２．ＢＡＮ、・・・、ＢＮＥＲ０００５．ＢＡＮの５つのファイルが記憶されているも
のとする。
【００１５】
なお、ここではＢＡＮＮＥＲディレクトリ直下に全てのバナーファイルを格納しているが
、ＢＡＮＮＥＲディレクトリ以下にサブディレクトリを設け、バナーファイルを分類して
格納することもできる。これらの各ファイルには、情報コンテンツの取得のためのソース
情報と情報コンテンツを紹介するためのタイトル情報とが記載されている。このようなフ
ァイルをバナーファイルと呼ぶ。
【００１６】
図３（ｂ）は、このバナーファイルのデータフォーマットの一例を示す図である。ＢＮＥ
Ｒ０００１．ＢＡＮのバナーファイル３０３には、ヘッダ情報３０４とソース情報３０５
とタイトル情報３０６とが記載されている。
ヘッダ情報３０４には、ヘッダタグ３０７と、登録日時３０８と、消去日時３０９と、マ
ーク設定日時３１０と、ソース情報オフセット３１１と、ユーザ情報オフセット３１２と
、タイトル情報オフセット３１３と、ファイルサイズ３１４とが記載されている。このソ
ース情報オフセット３１１からソース情報３０５がこのバナーファイル３０３のアドレス
０ｘ２０から記載されており、タイトル情報オフセット３１３からタイトル情報３０６が
このバナーファイル３０３のアドレス０ｘ４４から記載されていることがわかる。
【００１７】
ソース情報３０５は、このバナーファイルＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮが示す情報コンテン
ツの取得源を示している。ソース情報３０５には、ＵＲＬタグ３１５と、ＵＲＬサイズ３
１６と、具体的なＵＲＬ３１７とが記載されている。
タイトル情報３０６は、このバナーファイルＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮが示す情報コンテ
ンツの内容を示唆するものである。タイトル情報３０６には、画像タグ３１８と、画像サ
イズ３１９と、ビットマップ情報３２０とが記載されている。
【００１８】
このビットマップ情報３２０の画像３２１は、図３（ｃ）に示されている。
メモリカードＩ／Ｆ１０３は、メモリカード１０２の入出力をＣＰＵ１１３との間で行う
。
ＬＣＤ１０４は、図２に示すように、表示Ｉ／Ｆ１０５を介して、ＣＰＵ１１３の制御に
より、タイトル情報に含まれるビットマップ情報の画像３２１を表示する。
【００１９】
表示Ｉ／Ｆ１０５は、ＬＣＤ１０４にＣＰＵ１１３から通知されたビットマップ情報を表
示する。
キー操作部１０６は、後述する情報制御装置によって表示される情報コンテンツを決定す
るために、視聴者によるキー２０２～２１１の押下を受け、キー入力Ｉ／Ｆ１０７を介し
てＣＰＵ１１３に押下されたキーの入力信号を通知する。
【００２０】
キー入力Ｉ／Ｆ１０７は、キー操作部１０６で押下されたキーの入力信号をＣＰＵ１１３
に通知する。
送信部１０８は、リモコン用エンコーダ１０９で符号化された信号を情報制御装置に無線
送信する。
リモコン用エンコーダ１０９は、ＣＰＵ１１３から通知されたソース情報を符号化信号に
変換し、送信部１０８に通知する。
【００２１】
受信部１１０は、外部から符号化信号を受信し、リモコン用デコーダ１１１に通知する。
リモコン用デコーダ１１１は、受信部１１０から通知された符号化信号を複号し、ＣＰＵ
１１３に通知する。
時計１１２は、現在時刻を計時し、ＣＰＵ１１３に通知する。



(5) JP 4583574 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【００２２】
ＣＰＵ１１３は、電源ボタン２１３がＯＮされると、メモリカードＩ／Ｆ１０３を介して
、メモリカード１０２が装着されているか否かを判定する。装着されているときには、Ｂ
ＡＮＮＥＲディレクトリ３０２の先頭バナーファイルのタイトル情報にデフォルトでアク
セスする。ここで、先頭のバナーファイルとは、ファイル名「ＢＮＥＲＸＸＸＸ．ＢＡＮ
」中の数字「ＸＸＸＸ」の１番小さいものをいう。図３（ａ）に示したＢＡＮＮＥＲディ
レクトリ３０２では、バナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」が先頭のバナーファ
イルとなる。
【００２３】
なお、電源を入れたときに最初にアクセスするバナーファイルは、先頭のバナーファイル
ではなく、バナーファイルに記録された開始日時が時計１１２で計時した現在時刻と最も
近いものにすることもできる。
ＣＰＵ１１３は、アクセスしたバナーファイルのタイトル情報３０６のビットマップ情報
３２０をメモリカードＩ／Ｆ１０３を介して読み出し、表示Ｉ／Ｆ１０５に通知する。
【００２４】
次に、ＣＰＵ１１３は、キー入力Ｉ／Ｆ１０７から通知される信号が「前」キー２０６、
「次」キー２０７又は「決定」キー２１０のいずれの信号であるかを判定する。
「前」信号であれば、現在表示中のビットマップ情報の前のバナーファイルのタイトル情
報にアクセスし、当該タイトル情報のビットマップ情報を読み出し、表示Ｉ／Ｆ１０５に
通知する。なお、バナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」では、前のバナーファイ
ルがないので、後尾のバナーファイル「ＢＮＥＲ０００５．ＢＡＮ」を前のバナーファイ
ルとする。
【００２５】
ＣＰＵ１１３は、「次」信号を通知されると、現在表示中のバナーファイルと「ＢＮＥＲ
０００１．ＢＡＮ」の次のバナーファイル「ＢＮＥＲ０００２．ＢＡＮ」のタイトル情報
にアクセスし、当該タイトル情報のビットマップ情報を読み出し、表示Ｉ／Ｆ１０５に通
知する。なお、バナーファイル「ＢＮＥＲ０００５．ＢＡＮ」のビットマップ情報を表示
しているときに「次」信号を通知されると、先頭に戻り、バナーファイル「ＢＮＥＲ００
０１．ＢＡＮ」のタイトル情報にアクセスする。
【００２６】
ＣＰＵ１１３は、「決定」信号の通知をされると、現在ＬＣＤ１０４に表示されているビ
ットマップ情報を含むバナーファイルのソース情報をメモリカードＩ／Ｆを介して読み出
し、リモコン用エンコーダ１０９に通知する。
例えば、図３に示したバナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」のタイトル情報３０
６のビットマップ情報３２０がＬＣＤ１０４に表示されているときには、ソース情報３１
７の“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｂａｔｓｕ．ｃｏ．ｊｐ”がリモコン用エンコー
ダ１０９に通知される。
【００２７】
また、ＣＰＵ１１３は、所定の時間間隔、例えば、１０秒間隔で時計１１２から現在時刻
の通知を受けると、メモリカードＩ／Ｆ１０３を介してメモリカード１０２が装着されて
いるか否かを判定し、メモリカードが装着されているときは、先頭のバナーファイルにア
クセスする。バナーファイルのヘッダ情報３０４のうち、消去日時３０９を読み出し、通
知された現在時刻が消去日時３０９の時刻を経過しているか否かを判定する。経過してい
ると判断したときは、当該バナーファイルをメモリカードＩ／Ｆ１０３を介して消去する
。経過していないと判断したときは、ＢＡＮＮＥＲディレクトリ３０２に記憶されている
バナーファイルについて順次同様の処理を行う。
【００２８】
これによって、消去日時として予め設定された日時以降には、当該バナ－ファイルのタイ
トル情報がＬＣＤ１０４に表示されることはない。
次に、本実施の形態の動作を図４、図５に示すフローチャートを用いて説明する。
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図４は、情報制御装置へのソース情報の送信処理を説明するフローチャートである。
【００２９】
ＣＰＵ１１３は、電源ボタン２１３がＯＮされるのを待って（Ｓ４０２）、メモリカード
Ｉ／Ｆ１０３を介してメモリカード１０２がメモリカードスロット２１２に装着されてい
るか否かを判定する（Ｓ４０４）。装着されているときは、メモリカードＩ／Ｆ１０３を
介して先頭のバナーファイルのタイトル情報３０６にアクセスする（Ｓ４０６）。タイト
ル情報３０６のビットマップ情報３２０を読み出し、表示Ｉ／Ｆ１０５に通知する（Ｓ４
０８）。表示Ｉ／Ｆ１０５は、ＬＣＤ１０４に通知されたビットマップ情報３２０を表示
する（Ｓ４１０）。
【００３０】
ＣＰＵ１１３は、キー入力Ｉ／Ｆ１０７から通知される信号が「決定」信号か否かを判定
し（Ｓ４１２）、否のときは、「前」信号か否かを判定する（Ｓ４１４）。「前」信号の
ときは、前のバナーファイルのタイトル情報３０６にアクセスし（Ｓ４１６）、Ｓ４０８
に戻る。否のときは、「次」信号か否かを判定し（Ｓ４１８）、「次」信号のときは、次
のバナーファイルのタイトル情報にアクセスし（Ｓ４２０）、Ｓ４０８に戻る。否のとき
は、Ｓ４１２に戻る。
【００３１】
Ｓ４１２において、「決定」信号のときは、当該バナ－ファイルのソース情報３０５を読
み出し、リモコン用エンコーダ１０９に通知する（Ｓ４２２）。リモコン用エンコーダ１
０９は通知されたソース情報３０５を無線通信に適した形式に変換し、送信部１０８から
情報制御装置に無線信号を発信し（Ｓ４２４）、処理を終了する。
【００３２】
図５は、メモリカード１０２に記憶されている不要となったバナーファイルの削除処理を
説明するフローチャートである。
先ずＣＰＵ１１３は、時計１１２から現在時刻を取得する（Ｓ５０２）。ＣＰＵ５０４は
、メモリカードスロット２１２にメモリカード１０２が装置されているか否かを判定し（
Ｓ５０４）、装着されていれば、先頭バナーファイルにアクセスする（Ｓ５０６）。当該
バナーファイルのヘッダ情報３０４の消去日時３０９を読み出し、現在時刻が消去時刻を
経過しているか否かを判定する（Ｓ５０８）。経過しているときには、メモリカード１０
２のＢＡＮＮＥＲディレクトリ３０２から当該バナーファイルを消去する（Ｓ５１０）。
【００３３】
次に、ＣＰＵ１１３は、次のバナーファイルが記憶されているか否かを判定し（Ｓ５１２
）、記憶されていなければ処理を終了し、記憶されていれば、当該バナ－ファイルにアク
セスし（Ｓ５１４）、Ｓ５０８に戻る。
なお、本実施の形態において、タイトル情報３０６は、静止画のビットマップ情報により
構成されるとしたけれども、動画でもよいし、動画と音声の複合情報であってもよい。音
声を含む場合には、その音声を出力するスピーカと音声Ｉ／Ｆを備えることとしなければ
ならない。
【００３４】
次に、このリモートコントローラ１０１を用いた情報制御装置の操作を説明する。
図６は、リモートコントローラ１０１で情報制御装置を操作する状態を模式的に示した図
である。
情報制御装置６０１は、ＳＴＢを構成し、大容量記録装置６０２への情報コンテンツの記
録と読み出しとを行ない、アンテナ６０３で放送電波を受信し、通信回線６０４を介して
通信を行い、ディスプレイ６０５に情報コンテンツ等を表示する。これらの制御をリモー
トコントローラ１０１からの赤外線や電波等よりなる無線信号を受信して操作する。
【００３５】
図7は、この情報制御装置６０１の構成図である。
情報制御装置６０１は、リモートコントローラ１０１からの無線信号を受信する受信部７
０１と、受信部で受信された無線信号をデコードするデコーダ７０２と、アンテナ６０３
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で受信した放送電波を取得するチューナ７０３と、通信回線６０４を介して通信を行うモ
デム７０４と、現在時刻を計時する時計７０５と、大容量記録装置６０２との入出力を行
う記録装置Ｉ／Ｆ７０６と、外部のディスプレイ６０５に情報コンテンツを表示する表示
Ｉ／Ｆ７０７と、ＣＰＵ７０８とを備えている。
【００３６】
大容量記憶装置６０２は、ハードディスクやＤＶＤ－ＲＡＭ等からなり、図８（ａ）に示
すようなファイル構造を有している。ＲＯＯＴ８０１直下のＩＮＥＴディレクトリ８０２
以下には、通信回線６０４を介して取得した情報コンテンツをディレクトリ単位で＃１、
＃２、…のように格納している。ＩＮＥＴ．ＩＤＸ８０３には、図８（ｂ）に示すように
、情報コンテンツ＃１、＃２、…の格納順にＵＲＬタグ８０４、ＵＲＬサイズ８０５、Ｕ
ＲＬ８０６とによって情報コンテンツのソース情報が記載されている。
【００３７】
ＲＯＯＴ８０１直下のＢＲＯＡＤディレクトリ８０７には、チュ－ナ７０３で取得した情
報コンテンツをディレクト単位で＃１、＃２、…のように格納している。ＢＲＯＡＤ．Ｉ
ＤＸ８０８は、図８（ｃ）に示すように各情報コンテンツ＃１、＃２、…の格納順に情報
コンテンツのソース情報を記載している。ＢＲＯＡＤ．ＩＤＸ８０８には、番組タグ８０
９と番組情報サイズ８１０と、番組ＩＤ８１１と、チャンネル情報８１０と、開始日時８
１３と、終了日時８１４と、オプションフラグ８１５がソース情報として記載されている
。
【００３８】
今、図６に示したように、リモートコントローラ１０１の送信部１０８からソース情報“
ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｂａｔｓｕ．ｃｏ．ｊｐ”の無線信号を情報制御装置６
０１の受信部７０１が受信すると、デコーダ７０２でソース情報にデコードされ、ＣＰＵ
７０８に通知される。
ＣＰＵ７０８は、通知されたソース情報がＵＲＬを含むか番組ＩＤを含むかを判定する。
この場合、ソース情報がＵＲＬ“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｂａｔｓｕ．ｃｏ．ｊ
ｐ”であるので、記録装置Ｉ／Ｆ７０６を介して大容量記録装置６０２のＩＮＥＴディレ
クトリ８０２のＩＮＥＴ．ＩＤＸ８０３を検索し、同一のＵＲＬが記録されているか否か
を判定する。同一のＵＲＬを検索できれば、大容量記録装置６０２のＩＮＥＴディレクト
リ８０２から当該情報コンテンツを読み出し、表示Ｉ／Ｆ７０７を介してディスプレイ６
０５に表示させる。図８（ｂ）に示すようにＩＮＥＴ．ＩＤＸ８０３の＃１、＃２、…で
同一のＵＲＬを見つけることができなければ、モデム７０４を介して、通信回線６０４よ
りＵＲＬ“ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍａｒｕｂａｔｓｕ．ｃｏ．ｊｐ”の情報コンテンツ
を取得して、同様にディスプレイ６０５に表示させる。
【００３９】
ＣＰＵ７０８は、通知されたソース情報に番組ＩＤを含むときには、時計７０５から現在
時刻の通知を受け、当該ソース情報に含まれる開始日時が現在時刻より後であるか否かを
判定する。肯定のときには、大容量記録装置６０２への記録予約を設定する。否と判定し
た時には、現在時刻が当該ソース情報に含まれる終了日時を経過しているか否かを判定し
、経過しているときには、大容量記録装置６０２のＢＲＯＡＤディレクトリ８０７のＢＲ
ＯＡＤ．ＩＤＸを検索し、通知された番組ＩＤと同一のものが記録されているか否かを判
定し、記録されているときには、当該番組ＩＤの情報コンテンツを大容量記録装置６０２
から読み出し、表示Ｉ／Ｆ７０７を介してディスプレイ６０５に表示させる。現在時刻が
当該ソース情報に含まれる終了日時を経過していないと判定したときにはチューナ７０３
に当該番組ＩＤの情報コンテンツを取得するようセットする。
【００４０】
チューナ７０３は、取得した情報コンテンツを表示Ｉ／Ｆ７０７に通知し、表示Ｉ／Ｆ７
０７は、ディスプレイ６０５に情報コンテンツを表示する。
次に、この情報制御装置６０１の動作を図９に示すフローチャートを用いて説明する。
先ず、ＣＰＵ７０８は、リモートコントローラ１０１から送信されたソース情報をデコー
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ダ７０２から通知されると（Ｓ９０１）、ソース情報がＵＲＬか否かを判定し（Ｓ９０２
）、ＵＲＬのときには、大容量記録装置６０２に記録されているＩＮＥＴ．ＩＤＸ８０３
を検索し（Ｓ９０３）、同一のＵＲＬが記録されているか否かを判定する（Ｓ９０４）。
記録されていなければ、モデム７０４と回線６０４とを接続し、当該ＵＲＬにアクセスし
、情報コンテンツを取得する（Ｓ９０５）。記録されているときには、大容量記録装置６
０２から対応する情報コンテンツを取得する（Ｓ９０６）。取得された情報コンテンツを
ディスプレイ６０５に出力して（Ｓ９０７）、処理を終了する。
【００４１】
ＣＰＵ７０８は、ソース情報がＵＲＬでなく、番組ＩＤであるときには、時計７０５から
現在時刻を取得し（Ｓ９０８）、現在時刻がソース情報の開始日時前であるか否かを判定
し（Ｓ９０９）、前であれば、当該番組ＩＤで識別される番組の大容量記録装置６０２へ
の記録予約をセットして（Ｓ９１０）、処理を終了する。開始日時以後であれば、現在時
刻がソース情報の終了日時を過ぎているか否かを判定し（Ｓ９１１）、過ぎていれば、大
容量記録装置６０２のＢＲＯＡＤ．ＩＤＸ８０８を検索し（Ｓ９１２）、同一の番組ＩＤ
８１１が記録されているか否かを判定する（Ｓ９１３）。記録されていなければ、処理を
終了し、記録されていれば、大容量記録装置６０２から対応する情報コンテンツを取得し
（Ｓ９１４）、Ｓ９１７に移る。
【００４２】
ＣＰＵ７０８は、Ｓ９１１で現在時刻が終了日時を経過していないと判定したときは、チ
ューナ７０３を当該番組ＩＤで識別される番組のチャンネル情報８１２に従いセットし、
情報コンテンツを取得して（Ｓ９１５）、Ｓ９０７に移る。
（実施の形態２）
次に、本発明に係るリモートコントローラの実施の形態２について説明する。
【００４３】
図１０は、リモートコントローラ同士で、第１のリモートコントローラのメモリカードに
記憶されているバナーファイルの内容を第２のリモートコントローラに送信し、第２のリ
モートコントローラのメモリカードに記録する様子を説明するための図である。
ここで、第１のリモートコントローラ１０１と第２のリモートコントローラ１００１との
構成は、ともに図１に示した構成と同様である。ただし、第２のリモートコントローラ１
００１のメモリカード１０２に第１のリモートコントローラ１０１のそれと異なり図１１
（ａ）に示すように、ＢＡＮＮＥＲディレクトリ１１０１にバナーファイル「ＢＡＮＥＲ
００１．ＢＡＮ」１１０２が一つ記憶されているものとする。
【００４４】
第１のリモートコントローラ１０１では、第２のリモートコントローラ１００１へバナー
ファイルの送信を行うために、送信モードが設定される。キー操作部１０６の「送信」ボ
タン２０２が視聴者により押下されると、キー入力Ｉ／Ｆ１０７は、「送信」信号をＣＰ
Ｕ１１３に通知する。
ＣＰＵ１１３は、「送信」信号の通知を受けると、現在ＬＣＤ１０４に表示されているタ
イトル情報３０６を含むバナーファイルをメモリカード１０２からメモリカードＩ／Ｆ１
０３を介して読み出し、リモコン用エンコーダ１０９に通知する。
【００４５】
リモコン用エンコーダ１０９は、通知されたバナーファイルの内容を符号化信号に変換し
、送信部１０８に通知する。
送信部１０８は、リモコン用エンコーダ１０９で符号化された信号を第２のリモートコン
トローラ１００１に無線送信する。
なお、ＣＰＵ１１３は、バナーファイルに後述するユーザ情報が含まれる場合には、ユー
ザ情報を除いてバナーファイルを読み出す。
【００４６】
第２のリモートコントローラ１００１では、第１のリモートコントローラ１０１から送信
されるバナーファイルを受信するために、受信モードの設定を行う。キー操作部１０６の
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「受信」ボタン２０３が視聴者より押下されると、キー入力Ｉ／Ｆ１０７は、「受信」信
号をＣＰＵ１１３に通知する。
受信部１１０は、第１のリモートコントローラ１０１から送信される信号を受信すると、
リモコン用でコーダ１１１に通知する。
【００４７】
リモコン用エンコーダ１１１は、通知された信号をデコードしてＣＰＵ１１３に通知する
。
ＣＰＵ１１３は、「受信」信号の通知を受けると、表示Ｉ／Ｆ１０５を介してＬＣＤ１０
４に「受信中」と図１０に示すように表示させる。
また、ＣＰＵ１１３は、リモコン用デコーダ１１１からデコードされたバナーファイルの
通知を受けると、メモリカードＩ／Ｆ１０３を介してメモリカード１０２のＢＡＮＮＥＲ
ディレクトリ１１０１の先頭のバナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」１１０２に
アクセスし、当該バナーファイル１１０２を読み出し、通知されたバナーファイルの内容
と同一か否かを判定する。同一でなければ、次のバナーファイルにアクセスし、当該バナ
ーファイルを読み出し、通知されたバナーファイルの内容と同一か否かを判定する。リモ
ートコントローラ１００１のメモリカード１０２に記憶されている全てのバナーファイル
の内容と同一でなければ、通知されたバナーファイルの内容をヘッダ情報３０４を更新し
て記録する。既にメモリカード１０２に記憶されているバナーファイルの内容と通知され
たバナーファイルとの内容とが同一である場合には、重複して記録する必要はないので、
通知されたバナーファイルを棄却する。
【００４８】
メモリカード１０２に通知されたバナーファイルを記録する際、バナーファイルのヘッダ
情報３０４の登録日時３０８を時計１１２から現在時刻を取得して更新する。また、図１
１（ｂ）に示すように、バナーファイルの名称は、既に記録されているバナーファイル１
１０２のファイル名の数字に「１」を加えた「ＢＮＥＲ０００２．ＢＡＮ」１１０３とす
る。
【００４９】
次に、本実施の形態の動作をバナーファイルの送信側の第１のリモートコントローラ１０
１と受信側の第２のリモートコントローラ１００１とに分けて説明する。
第１のリモートコントローラ１０１での動作は、上記実施の形態１で説明した図４のフロ
ーチャートのＳ４１２とＳ４２２とＳ４２４との動作が異なるだけであるので、各ステッ
プを次のように読み替える。
【００５０】
Ｓ４１２において、ＣＰＵ１１３は、「送信」信号か否かを判定する。肯定のときは、Ｓ
４２２において、当該バナーファイルを読み出し、Ｓ４２４において、送信部１０８は、
リモコン用エンコーダ１０９で符号化されたバナーファイルを送信する。
第２のリモートコントローラ１００１の動作を図１２のフローチャートを用いて説明する
。
【００５１】
ＣＰＵ１１３は、キー入力Ｉ／Ｆ１０７から「受信」信号の通知をされるのを待ち（Ｓ１
２０２）、表示Ｉ／Ｆ１０５を介してＬＣＤ１０４に「受信中」と表示させる。
次に、受信部１１０は、第１のリモートコントローラ１０１からバナーファイルを受信す
る（Ｓ１２０６）。
【００５２】
ＣＰＵ１１３は、そのバナーファイルの通知を受けると、メモリカード１０２のＢＡＮＮ
ＥＲディレクトリ１１０１にバナーファイルが記憶されているか否かを判定する（Ｓ１２
０８）。バナーファイルが記憶されていないときには、受信したバナーファイルのヘッダ
情報３０４の登録日時３０８を現在時刻に更新して（Ｓ１２１０）、ＢＡＮＮＥＲディレ
クトリ１１０１に新規バナーファイルとして追加記録し（Ｓ１２１２）、処理を終了する
。



(10) JP 4583574 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【００５３】
ＣＰＵ１１３は、Ｓ１２０８において、バナーファイルが記憶されているときには、ＢＡ
ＮＮＥＲディレクトリの先頭バナーファイルにアクセスする（Ｓ１２１４）。先頭バナー
ファイルと受信したバナーファイルとの内容を比較する（Ｓ１２１６）。同一バナーファ
イルか否かを判定し（Ｓ１２１８）、同一であれば処理を終了し、同一でなければ、ＢＡ
ＮＮＥＲディレクトリ１１０１に次のバナーファイルが記憶されているか否かを判定する
（Ｓ１２２０）。記憶されていなければＳ１２１０に移り、記憶されているときには、次
のバナーファイルにアクセスし（Ｓ１２２２）、Ｓ１２１６に戻る。
【００５４】
（実施の形態３）
次に、本発明に係るリモートコントローラの実施の形態３について説明する。
本実施の形態では、視聴者がメモリカード１０２に記憶されているバナーファイル３０３
等に予めマークを設定しておき、情報コンテンツの選択時にマークの付されたタイトル情
報だけを表示するようにするものである。
【００５５】
本実施の形態の構成は、上記実施の形態１の構成と同様であるので、図１を参照して説明
する。
視聴者は、メモリカード１０２のＢＡＮＮＥＲディレクトリ３０２に記憶されているバナ
ーファイルのタイトル情報３０６をＬＣＤ１０４に表示させ、気に入ったタイトル情報３
０６が表示されたとき、キー操作部１０６の「マーク設定」ボタン２０４を押下する。
【００５６】
また、マーク設定がされたバナーファイルのマーク設定を解除しようとするとき、ＬＣＤ
１０４にタイトル情報３０６を表示させ、キー操作部１０６の「マーク解除」ボタン２０
５を押下する。
キー入力Ｉ／Ｆ１０７は、「マーク設定」ボタン２０４の押下を受け、「マーク設定」信
号をＣＰＵ１１３に通知する。また、「マーク解除」ボタン２０５の押下を受け「マーク
解除」信号をＣＰＵ１１３に通知する。
【００５７】
また、キー入力Ｉ／Ｆ１０７は、キー操作部１０６の「前マーク」ボタンが押下されると
、「前マーク」信号を、「次マーク」ボタンが押下されると「次マーク」信号をそれぞれ
ＣＰＵ１１３に通知する。
ＣＰＵ１１３は「マーク設定」信号を通知されると、時計１１２から現在時刻を取得する
。ＣＰＵ１１３は、ＬＣＤ１０４に現在表示中のタイトル情報に対応するバナーファイル
のヘッダ情報３０４中のマーク設定日時に取得した現在時刻を書き込む。
【００５８】
例えば、図２に示したように、ＬＣＤ１０４にバナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡ
Ｎ」３０３のタイトル情報３０６のビットマップ情報３２０の画像３２１が表示されてい
るとき、「マーク設定」信号が通知されると、図３（ｂ）に示したバナーファイル３０３
のマーク設定日時３１０に、現在時刻が書き込まれ、図１３に示すようになる。バナーフ
ァイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」１３０１のマーク設定日時１３０２に「２０００／
１／１．１８：００」が書き込まれている。
【００５９】
ＣＰＵ１１３は、マーク設定された、即ちマーク設定日時１３０２に設定日時が書き込ま
れたバナーファイル１３０１のタイトル情報１３０３をＬＣＤ１０４に表示させるとき、
図１４に示すように、タイトル情報の画像１４０１にマーク１４０２を付加して表示させ
る。
ＣＰＵ１１３は、マーク設定されたバナーファイル１３０１のタイトル情報１３０３の画
像１４０１がＬＣＤ１０４に表示されているとき、「マーク解除」信号の通知を受けると
、マーク設定日時１３０２に書き込まれている設定日時をリセット、即ちフルビットＯＮ
にする。バナーファイル１３０１は、図３（ｂ）に示したマーク設定日時３１０がリセッ
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トされたバナーファイル３０３になる。
【００６０】
ＣＰＵ１１３は、「電源」ボタン２１３がＯＮされると、ＬＣＤ１０４に先頭のバナーフ
ァイルのタイトル情報をデフォルトで表示させた後、「前マーク」信号の通知を受けると
、表示中のバナーファイルの前のバナーファイルにアクセスし、ヘッダ情報３０４のマー
ク設定日時１３０２に設定日時が書き込まれているか否かを判定し、書き込まれていなけ
れば、更に前のバナーファイルにアクセスし、マーク設定日時１３０２に設定日時が書き
込まれているか否かを判定する。マーク設定日時１３０２が書き込まれているバナーファ
イルに到達すると、当該バナーファイルのタイトル情報１３０３のビットマップ情報を読
み出し、表示Ｉ／１０５を介してＬＣＤ１０４にビットマップ情報の画像にマーク１４０
２を付加して表示させる。
【００６１】
ＣＰＵ１１３は、同様に「次マーク」信号の通知を受けると、マーク設定日時１３０２に
設定日時が書き込まれた次のバナーファイルを見つけ、当該バナーファイルのタイトル情
報１３０３の画像にマーク１４０２を付加して表示させる。次に、本実施の形態の動作を
図１５、図１６のフローチャートを用いて説明する。
【００６２】
図１５は、所望のバナーファイルにマーク設定をする動作を示すフローチャートである、
なお、実施の形態１の図４に示したフローチャートと同一のステップには、同一のステッ
プ番号を付し、その説明を省略する。実施の形態１のステップＳ４１２、Ｓ４２２、Ｓ４
２４が異なるだけである。
Ｓ１５０２において、ＣＰＵ１１３は、「マーク設定」信号か否かを判定する。否であれ
ばＳ４１４に移り、肯定であれば、現在時刻を時計１１２より取得し（Ｓ１５０４），メ
モリカードＩ／Ｆ１０３を介して、当該バナーファイルのヘッダ情報のマーク設定日時１
３０２に取得した時刻を書き込む（Ｓ１５０６）。
【００６３】
また、一旦マーク設定したバナーファイルのマーク解除をする動作は、Ｓ１５０２に替え
て、「マーク解除」信号か否かを判定する。否であれば、Ｓ４１４に移り、肯定であれば
、Ｓ１５０４、Ｓ１５０６に替えて、メモリカードＩ／Ｆを介して、当該バナーファイル
のヘッダ情報のマーク設定日時１３０２をフルビットＯＮにする。
【００６４】
次に、情報制御装置６０１へのソース情報の送信動作を図１６のフローチャートを用いて
説明する。なお、上記実施の形態１の図４のフローチャートのステップＳ４１４～Ｓ４２
０の動作が変更されるのが主に異なるだけであるので、本実施の形態の固有の動作につい
てだけ説明する。
Ｓ４１２において、ＣＰＵ１１３は、「決定」信号でないと判定してときは、「前マーク
」信号か否かを判定する（Ｓ１６０２）。「前マーク」信号であれば、前のバナーファイ
ルにアクセスし（Ｓ１６０４）、当該バナーファイルのヘッダ情報のマーク設定日時１３
０２に設定日時が記載されているか否かを判定する（Ｓ１６０６）。記載されていなけれ
ばＳ１６０４に戻り、記載されているときはＳ４０８に戻る。Ｓ１６０２において「前マ
ーク」信号でないと判定してときには、「次マーク」信号か否かを判定して（Ｓ１６０８
）、否であればＳ４１２に戻る。「次マーク」信号であれば、次のバナーファイルにアク
セスし（Ｓ１６１０）、ヘッダ情報のマーク設定日時１３０２に設定日時が記載されてい
るか否かを判定する（Ｓ１６１２）。記載されていなければＳ１６１０に戻り、記載され
ていなければＳ４０８に戻る。
【００６５】
なお、Ｓ４１０において、ＣＰＵ１１３は、ＬＣＤ１０４に当該ビットマップ情報の画像
を表示させる際、マーク設定日時１３０２に設定日時が記載されている場合には、マーク
１４０２を付加して表示させる。
このようにすることによって、メモリカード１０２に多数のバナーファイル３０３等が記
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憶されている場合であっても、視聴者の「お気に入り」の情報コンテンツのバナーファイ
ルに予めマークを付しておき、情報コンテンツの選択時にマークの付されたバナーファイ
ルにだけアクセスして情報コンテンツを効率的に選択することができる。
【００６６】
なお、本実施の形態では、マークの設定されたバナーファイルから送信するソース情報を
選択するようにしたけれども、リモートコントローラ１０１のキー操作部１０６に「一括
送信」ボタンを設けておき、「一括送信」ボタンの押下に応じて、マーク設定された全て
のバナーファイルのソース情報を一括して情報制御装置に送信するようにしてもよい。情
報制御装置では、一括して受信したソース情報に従い、一つずつ情報コンテンツを表示処
理するようすることも可能である。
【００６７】
（実施の形態４）
図１７は、本発明に係るリモートコントローラの実施の形態４におけるバナーファイルに
ユーザ情報を登録するため、リモートコントローラにキーボードを接続した状態を示して
いる。
リモートコントローラ１０１の構成は、上記実施の形態１の図１に示したものと同様であ
る。
【００６８】
本実施の形態は、情報コンテンツの取得のために、ユーザＩＤやパスワードを必要とする
場合に、情報制御装置６０１にユーザＩＤやパスワードをユーザ情報としてソース情報と
ともに送信するようにしたものである。
キー操作部１０６の「ユーザ登録」ボタン２１１が視聴者に押下されると、キー入力Ｉ／
Ｆ１０７は、ＣＰＵ１１３に「ユーザ情報登録」信号を通知する。
【００６９】
ＣＰＵ１１４は、キーボード１７０１がバス１１４に接続され、キー入力Ｉ／Ｆ１０７か
ら「ユーザ情報登録」信号を通知されると、キーボード１７０１から入力されるユーザＩ
Ｄとパスワードとを表示中のタイトル情報の属するバナーファイルに追加登録する。併せ
て、タイトル情報の表示に換えて、ＬＣＤ１０４に入力されたユーザＩＤとパスワードと
を表示した画像１７０２を表示させる。
【００７０】
図１８は、メモリカード１０２のユーザ情報が登録されたバナーファイルの一例を示す図
である。
バナーファイル１８０１は、ユーザ情報１８０２が新たに登録されている。ユーザ情報１
８０２は、ユーザＩＤタグ１８０３とユーザＩＤのサイズ１８０４とユーザＩＤ１８０５
とユーザパスワードタグ１０８６とユーザパスワードサイズ１８０７とユーザパスワード
１８０９とからなる。視聴者によってユーザＩＤとユーザパスワードとがキーボード１７
０１から入力されると、ＣＰＵ１１３によって各項目にデータ書き込まれ、ヘッダ情報１
８１０のユーザ情報オフセット１８１１にも「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」バナーファイ
ル１８０１でのアドレスのオフセット値が書き込まれる。
【００７１】
このように予めバナーファイル１８０１にユーザ情報１８０２を登録しておき、ソース情
報１８１２の送信時にユーザ情報を同時に送信することにしておけば、ユーザ認証を必要
とする情報コンテンツにアクセスする毎にユーザ情報を入力する煩雑さが回避できる。
次に、本実施の形態のユーザ情報の登録の動作を図１９のフローチャートを用いて説明す
る。なお、上記実施の形態１の図４に示した動作と同様のステップには、同一の符号を付
して、その説明を省略する。
【００７２】
Ｓ４１０に続いて、ＣＰＵ１１３は、キー入力Ｉ／Ｆ１０７から通知された信号が「ユー
ザ情報登録」信号か否かを判定し（Ｓ１９０２）、否であればＳ４１４に移り、肯定であ
れば接続されたキーボード１７０１からのユーザＩＤとユーザパスワードとの入力を受け
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付け（Ｓ１９０４）、アクセス中の当該バナーファイルにユーザＩＤとユーザパスワード
を含むユーザ情報を登録し（Ｓ１９０６）、処理を終了する。
【００７３】
次に、情報制御装置６０１での動作を図２０のフローチャートを用いて説明する。
なお、本実施の形態のリモートコントローラ１０１では、ＣＰＵ１１３は、「決定」信号
の通知を受けたとき、当該バナーファイルのソース情報とともにユーザ情報を読み出し、
送信部１０８は、ソース情報とともにユーザ情報の信号を情報制御装置６０１に送信して
いる。
【００７４】
実施の形態１で説明した図９のフローチャートと同様の動作については、同一のステップ
番号を付してその説明を省略する。
Ｓ９０６、Ｓ９１４、Ｓ９１５の各ステップにおいて、ＣＰＵ７０８は、情報コンテンツ
を取得すると、その情報コンテンツがユーザ情報を要求するものであるか否かを判定する
（Ｓ２００２）。要求するものであれば、ユーザ情報のユーザＩＤとパスワードとを情報
コンテンツの有する認証条件と照合し（Ｓ２００４）、照合に成功すれば（Ｓ２００６）
、情報コンテンツをディスプレイに出力し（Ｓ９０７）、処理を終了する。照合が失敗の
ときは、そのまま処理を終了する。またユーザ情報を要求しない場合には、コンテンツを
ディスプレイに出力して（Ｓ９０７）、処理を終了する。
【００７５】
なお、Ｓ９０１において、受信部７０１は、ソース情報とともにユーザ情報を受信し、デ
コーダ７０２を介してＣＰＵ７０８に通知しておく。
（実施の形態５）
図２１は、本発明に係るリモートコントローラを用いた実施の形態５の視聴集計システム
の構成図である。この視聴集計システムは、リモートコントローラ１０１と、情報制御装
置６０１と、情報コンテンツ提供側パソコン２１０１とを備え、情報制御装置６０１と情
報コンテンツ提供側パソコン２１０１とが通信回線６０４で接続されている。
【００７６】
情報コンテンツ提供側パソコン２１０１は、バナー作成者データベース２１０２と、視聴
集計部２１０１は、バナー作成者データベース２１０２と、出力部２１０５とを備えてい
る。
図２２（ａ）は、リモートコントローラ１０１のメモリカード１０２のＢＡＮＮＥＲディ
レクトリに記録されているバナーファイル「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」の一例を示して
いる。
【００７７】
バナーファイル２２０１のソース情報２２０２には、情報コンテンツを特定するための番
組タグ２２０３、番組情報サイズ２２０４、番組ＩＤ２２０５、チャンネル情報２２０６
、オプションフラグ２２０９の他に、このバナーファイル２２０１の作成者を示す作成者
情報２２１３と視聴集計のためのアドレス情報２２１７とが記録されている。
【００７８】
作成者情報２２１３には、作成者情報であることを示すバナー作者タグ２２１０、バナー
作者情報サイズ２２１１と、バナーファイルの作成者を識別するバナー作成者ＩＤ２２１
２とが含まれている。
アドレス情報２２１７には、情報コンテンツ製作者タグ２２１４と、アドレスサイズ２２
１５と、視聴集計のためのメイルの宛先のアドレス２２１６とが含まれている。
【００７９】
タイトル情報２２１８には、実施の形態１と同様、情報コンテンツの内容を示唆するビッ
トマップ情報２２１９が含まれており、このビットマップ情報２２１９をＬＣＤ１０４に
表示すると、図２２（ｂ）に示すような画像２２２０となる。
ＬＣＤ１０４に画像２２２０が表示されているときに、視聴者が「決定」ボタン２１０を
押下すると、キー入力Ｉ／Ｆ１０７から「決定」信号がＣＰＵ１１３に通知される。



(14) JP 4583574 B2 2010.11.17

10

20

30

40

50

【００８０】
ＣＰＵ１１３は、メモリカードＩ／Ｆ１０２を介して、メモリカード１０２のＢＡＮＮＥ
Ｒディレクトリ３０２に記録されている「ＢＮＥＲ０００１．ＢＡＮ」のバナーファイル
２２０１のソース情報２２０２を読み出し、リモコン用エンコーダ１０９に通知する。
送信部１０８は、リモコン用エンコーダ１０９で送信信号に変換されたソース情報２２０
２を情報制御装置６０１に無線送信する。
【００８１】
情報制御装置６０１では、実施の形態１と同様に、ソース情報に従い、情報コンテンツを
取得して、ディスプレイ６０５に情報コンテンツを表示させる。この際、ソース情報に含
まれる作成者情報２２１３とソース情報中の番組ＩＤ２２０５又はＵＲＬ３１７（図３（
ｂ）参照）とをモデム７０４を介して、アドレス情報２２１７中のアドレス２２１６宛通
信回線６０４により通信する。
【００８２】
情報コンテンツ提供側パソコン２１０１は、集計装置を構成し、アドレス２２１６で特定
される。
バナー作成者データベース２１０２には、メモリカード１０２のＢＡＮＮＥＲディレクト
リ３０２に記録されているバナーファイルの作成者が記載されたバナー作成者一覧表を記
憶している。
【００８３】
図２３は、バナー作成者一覧表の一例を示している。バナー作成者一覧表２３０１には、
バナー作者ＩＤ欄２３０２と、バナー作者名欄２３０３と、バナー作者の連絡先であるメ
イルアドレス欄２３０４とが設けれている。
視聴集計部２１０３は、ＲＡＭ等を有し、通信回線６０４を介して複数の情報制御装置６
０１等から通信されて来る番組ＩＤ又はＵＲＬとバナーファイルの作成者を識別するバナ
ー作者ＩＤ等を通信日時とともに記録する。
【００８４】
図２４は、視聴集計部２１０３に記録された視聴集計表の一例を示している。視聴集計表
２４０１には、番組ＩＤ又はＵＲＬ欄２４０２と、日時欄２４０３と、バナー作者ＩＤ欄
２４０４とが設けられている。番組ＩＤ又はＵＲＬ欄２４０２に記録された内容により、
視聴された情報コンテンツが特定される。日時欄２４０３に記録された内容により、情報
コンテンツが情報制御装置６０１により、ディスプレイ６０５に表示された日時がわかる
。バナー作者ＩＤ欄２４０４の記録内容によりこの情報コンテンツが視聴されるにあたり
、視聴者がどのバナーファイルを参考にして選択したかを知ることができる。
【００８５】
例えば、番組ＩＤ「０ｘ１２３４５６７８」で識別される情報コンテンツは視聴集計表２
４０１の第１、２、４行目に示すように、バナー作者ＩＤ「０ｘ１２３１２３１２」のバ
ナーファイルを見て視聴され、第３行目に示すようにバナー作者ＩＤ「０ｘ７８９０１２
３４」のバナーファイルを見て視聴されている。
計算部２１０４は、視聴集計部２１０３に記録された視聴集計表２４０１を日単位や週単
位の所定の期間で情報コンテンツごとに、即ち、同一の番組ＩＤや同一のＵＲＬごとに、
バナー作者ＩＤ欄２４０４に記録されたバナー作者ＩＤごとの視聴数を計算する。計算部
２１０４は、各バナー作者ＩＤごとの視聴数を全ての視聴数で除し、情報コンテンツの視
聴に各バナー作者がどれだけの寄与をしたかの寄与率を計算する。
【００８６】
次に、計算部２１０４は、情報コンテンツの提供者から情報コンテンツの視聴に対するバ
ナーファイルの宣伝に与えられている報酬額を予め入力されているので、報酬額に各バナ
ー作者の寄与率を乗じて分配額を決定する。
出力部２１０５は、計算部２１０４で決定された分配額をバナー作成者データベース２１
０２に記載されたメイルアドレスを用いてバナー作者に通知する。
【００８７】
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次に本実施の形態の情報制御装置６０１での動作を図２５に示すフローチャートを用いて
説明する。実施の形態１での動作と同様の動作には同一のステップ番号を付してその説明
を省略する。Ｓ９０７に続いて、ＣＰＵ７０８は、情報コンテンツ製作者の情報コンテン
ツ提供側パソコン２１０１のアドレス２２１６宛にバナー作者ＩＤ等を通信回線６０４を
介して送信し（Ｓ２５０２）、処理を終了する。
【００８８】
このように、メモリカード１０２のバナーファイルのソース情報にバナー作成者情報２２
１３を記載しておくことで、どのバナーファイルによって、情報コンテンツが選択された
かを情報コンテンツの提供者側が知ることができ、魅力あるバナーファイルの作成者に適
切な報酬を支払うことができる。
なお、上記各実施の形態においては、着脱可能なメモリカード１０２を用いたが、リモー
トコントローラ１０１と一体化しても良い。
【００８９】
また、上記各実施の形態においては、リモートコントローラ１０１での情報管理をファイ
ルシステムにより実現したが、他に、データベースのレコードとして管理するなど種々の
方法がある。
なお、上記各実施の形態においては、バナーファイルに特定のデータ構造を示したが、他
のデータ構造でもよい。
【００９０】
なお、上記各実施の形態においては、情報制御装置６０１には、情報コンテンツの入手手
段として大容量記録装置６０２とアンテナ６０３と通信回線６０４とが接続されているが
、その一部の手段だけでも構わないし、他の手段により情報コンテンツを入手しても構わ
ない。
なお、上記各実施の形態においては、情報制御装置６０１はモデム７０４を介して通信回
線６０４と通信を行っているが、ローカルエリアネットワークに接続する場合は専用のＬ
ＡＮカードを介して通信する必要がある。
【００９１】
なお、上記実施の形態４においては、ユーザ情報がＩＤとパスワードの文字列としている
が、指紋や顔画像などの生体情報でもよい。
なお、上記各実施の形態においては、バナーファイルの入手方法としてメモリカードの配
布や実施の形態２で説明したリモートコントローラ間でのコピーなどの方法を示したが、
他にも、ホームページで公開したりするなど、種々の方法がある。
【００９２】
また、リモートコントローラを携帯電話と一体化すれば、電話回線によるバナーファイル
の配布が容易になることは言うまでもない。
【００９３】
【発明の効果】
　以上説明したように、本発明に係る情報制御装置は、所定のコンテンツを紹介する紹介
コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤと、前記所定のコンテンツを識別する
識別情報と、前記所定のコンテンツの視聴を集計する集計装置のアドレスと、を外部の通
信装置から受信する受信部と、前記識別情報に対応する所定のコンテンツを取得する取得
部と、外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力するインターフェース部と
、前記外部の表示装置に前記取得した所定のコンテンツを出力した場合、前記取得した所
定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前
記集計装置のアドレスに基づいて、前記集計装置に送信する制御を行う制御部と、を備え
たものである。この構成によって、情報制御装置は、前記外部の表示装置に前記取得した
所定のコンテンツを出力した場合、前記所定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作
成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前記集計装置のアドレスに基づいて、前記集計装
置に通知できる。
【０１０１】
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　　更に、本発明に係る集計装置は、定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成し
た作成者を識別する作成者ＩＤと前記所定のコンテンツを識別する識別情報とを外部の通
信装置から受信し且つ前記識別情報に対応する所定のコンテンツを取得して外部の表示装
置に出力する情報制御装置から、前記情報制御装置において前記外部の表示装置に前記所
定のコンテンツを出力した場合、前記所定のコンテンツを紹介する紹介コンテンツを作成
した作成者を識別する作成者ＩＤを取得して記憶する集計部と、前記情報制御装置におい
て前記外部の表示装置に前記所定のコンテンツを出力した場合の前記所定のコンテンツを
紹介する紹介コンテンツを作成した作成者を識別する作成者ＩＤを、前記所定のコンテン
ツの視聴に貢献した作成者ＩＤとし、前記作成者の前記所定のコンテンツの視聴への寄与
率を計算する計算部と、を備えている。このような構成によって、情報コンテンツの選択
に用いられるファイルの作成者に対して、適切な報酬額を決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係るリモートコントローラの実施の形態１の構成図である。
【図２】上記実施の形態のリモートコントローラの外観図である。
【図３】（ａ）は、上記実施の形態のメモリカード１０２に記憶されているバナーファイ
ルの構成を示す図である。
（ｂ）は、上記実施の携帯のバナーファイルのデータ構成の一例を示す図である。
（ｃ）は、上記実施の形態のタイトル情報に含まるビットマップ情報の画像の一例を示す
図である。
【図４】上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図５】上記実施の形態のバナーファイルの消去の動作を説明するフローチャートである
。
【図６】上記実施の形態で説明したリモートコントローラを用いて情報制御装置の操作状
態を説明する模式図である。
【図７】上記実施の形態の図６に示した情報制御装置の構成図である。
【図８】（ａ）は、上記実施の形態の大容量記録装置に記録されているファイル構成を示
す図である。
（ｂ）は、上記実施の形態のＩＮＥＴ．ＩＤＸの内容の一例を示す図である。
（ｃ）は、上記実施の形態のＢＲＯＡＤ．ＩＤＸの内容の一例を示す図である。
【図９】上記実施の形態の情報制御装置の動作を説明するフローチャートである。
【図１０】本発明に係るリモートコントローラのメモリカードの内容を更新する実施の形
態２を模式的に示す図である。
【図１１】（ａ）は、上記実施の形態のメモリカードの更新前のバナーファイルを示す図
である。
（ｂ）は、上記実施の形態の更新後のメモリカードのバナーファイルを示す図である。
【図１２】上記実施の形態の動作を説明するフローチャートである。
【図１３】本発明に係るリモートコントローラの実施の形態３のバナーファイルのヘッダ
情報のマーク設定日時が書き込まれた状態を示す図である。
【図１４】上記実施の形態のＬＣＤに表示されたタイトル情報の画像に付加されたマーク
を示す図である。
【図１５】上記実施の形態のバナーファイルのマーク設定の動作を説明するフローチャー
トである。
【図１６】上記実施の形態のソース情報の送信の動作を説明するフローチャートである。
【図１７】本発明に係るリモートコントローラの実施の形態４におけるユーザ情報の登録
のためにキーボードを接続した状態を示す図である。
【図１８】上記実施の形態のバナーファイルに登録されたユーザ情報を示す図である。
【図１９】上記実施の形態のユーザ情報の登録の動作を説明するフローチャートである。
【図２０】上記実施の形態の情報制御装置での動作を説明するフローチャートである。
【図２１】本発明に係るリモートコントローラを用いた実施の形態５の視聴集計システム
の構成図である。
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【図２２】　(ａ) は、上記実施の形態のリモートコントローラのメモリカードに登録さ
れたバナーファイルのデータ構造を示す図である。　(ｂ) は、上記実施の形態のビット
マップ情報の画像の一例を示す図である。
【図２３】上記実施の形態の情報コンテンツ提供側パソコンのバナー作成者データベース
に記憶されているバナー作成者一覧表を示す図である。
【図２４】上記実施の形態の情報コンテンツ提供側パソコンの視聴集計部に記憶されてい
る視聴集計表を示す図である。
【図２５】上記実施の形態の情報制御装置の動作を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
１０１、１００１　リモートコントローラ
１０２　メモリカード
１０３　メモリカードＩ／Ｆ
１０４　ＬＣＤ
１０５　表示Ｉ／Ｆ
１０６　キー操作部
１０７　キー入力Ｉ／Ｆ
１０８　送信部
１０９　リモコン用エンコーダ
１１０　受信部
１１１　リモコン用デコーダ
１１２　時計
１１３　ＣＰＵ
１１４　バス
２１２　メモリカードスロット
２１３　電源ボタン
６０１　情報制御装置
６０２　大容量記録装置
６０３　アンテナ
６０４　通信回線
６０５　ディスプレイ
７０１　受信部
７０２　デコーダ
７０３　チューナ
７０４　モデム
７０５　時計
７０６　記録装置Ｉ／Ｆ
７０７　表示Ｉ／Ｆ
７０８　ＣＰＵ
２１０１　情報コンテンツ提供側パソコン
２１０２　バナー作成者データベース
２１０３　視聴集計部
２１０４　計算部
２１０５　出力部
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